
（別添１） 

認定調査員研修実施要綱 
 

 

１ 目的 

認定調査に従事する者が要介護認定及び要支援認定(以下、「要介護認定等」という。)

における公平・公正かつ適切な認定調査を実施するために必要な知識、技能を習得・向上

させることを目的とする。 

 

２ 実施主体 

北海道（以下、「道」という。）とし、道保健福祉部福祉局高齢者保健福祉課（以下、

「道高齢者保健福祉課」という。）及び必要に応じて、各総合振興局又は振興局（以下、「総

合振興局等」という。）が実施することとする。 

なお、道高齢者保健福祉課が実施する本研修の運営については、運営事務局として実施能

力があると認められる団体等に委託することができるものとする。 

また、市町村（広域連合を含む。以下同じ。）が実施する研修で、８の承認を得たものに

限り、道が直接実施した研修と同等とみなす。 

 

３ 対象者 

新規に認定調査に従事する者及び認定調査に従事することが予定されるもの並びに認定調

査に従事している者とする。 

 

４ 研修内容及び研修方法 

（１）新規に認定調査に従事する者及び従事することが予定される者に対する研修（以下、

「新規研修」という。） 

ア 要介護認定等に関する基本的な考え方について 

要介護認定等手続の一連の流れ、要介護認定等基準の基本的な考え方、要介護認定等基

準時間の設定方法、一次判定の基本的な考え方、二次判定の方法とその基本的考え方等 

イ 認定調査の実施方法について 

認定調査に関する総括的な留意事項及び調査方法、個別項目に関する定義、調査上の留

意点及び選択肢の判断基準、認定調査票の記入方法等 

ウ 事例検討 

・調査結果を記載する際に判断に迷った場合の記載の仕方 

・特記事項の適切・不適切な記載の仕方 

・同一の高齢者について複数の認定調査員が実施した調査結果の比較 

（２）既に認定調査に従事している者に対する研修（以下、「現任研修」という。） 

ア 認定調査の留意事項について 

イ 事例検討 

・調査結果を記載する際に判断に迷った場合の記載の仕方 

・特記事項の適切・不適切な記載の仕方 

・同一の高齢者について複数の認定調査員が実施した調査結果の比較 

（３）新規研修と現任研修の共通部分について、同時に実施することは差し支えない。 

 

５ 開催時期 

（１）新規研修 必要に応じ開催する。（年1回以上） 

（２）現任研修 必要に応じ開催する。（年1回以上） 

 

６ 研修時間 

（１）新規研修 ４時間以上 

（２）現任研修 ２時間以上 

 

７ 講師 

道職員並びに認定調査に関する知識及び経験を有する市町村職員等とする。 



 

８ 市町村が実施する場合の事前協議 

（１）市町村は様式１により事前に所管の総合振興局等に協議し、承認を得るものとする。 

（２）(1)の協議があった総合振興局等は、研修の時間数・内容・講師などについて審査し、

その結果適当と認められる場合、承認するものとする。 

 

９ 実施状況等の報告 

（１）研修終了後の報告 

各総合振興局等及び委託団体は、研修終了後速やかに様式１及び様式２を道高齢者保健

福祉課へ提出する。 

なお、市町村が実施した場合は、研修終了後速やかに様式１及び様式２を各総合振興局

等へ提出し、各総合振興局等はその写しを道高齢者保健福祉課へ提出するものとする。 

（２）各年度の実績報告 

各総合振興局等及び委託団体は、様式５を翌年度４月末までに道高齢者保健福祉課へ提

出するものとする。 

 

10 修了証明書の交付等 

（１）新規研修を修了した者に、研修修了証明書の発行を行うものとする。 

（２）修了証明書は別紙に基づき、研修を実施する総合振興局等及び道高齢者保健福祉課が作 

成するものとする。 

作成に当たっては、以下の内容に留意する。 

ア 修了証明書は原則Ａ４サイズとする。 

イ 修了番号は、別紙に示す保健所番号の後にハイフンをつけ修了番号を記載する。 

（例 第○○－××××号） 

ウ 発行年月日は研修終了日とする。 

エ 委託団体が研修を実施した場合は、道高齢者保健福祉課が作成するものとする。 

 

11 研修修了者の登録 

（１）各総合振興局等 

研修修了者について、研修実施年月日、修了証明書番号、氏名、生年月日、介護支援専

門員証番号、事業所又は施設名、職種を記載した「研修終了者名簿」を作成し、各総合振

興局等において管理するものとし、写しを道高齢者保健福祉課に送付する。 

（２）道高齢者保健福祉課 

道高齢者保健福祉課が実施した研修の修了者について、「研修終了者名簿」を作成し、

各総合振興局等から送付された名簿とあわせて管理する。 

なお、委託団体が研修を実施した場合は、道高齢者保健福祉課が実施した研修と同様に

取り扱う。 

 

12 教材 

道高齢者保健福祉課で示すテキストの他に、必要に応じ各総合振興局等及び委託団体が作

成したものを使用する。 

 

附 則 

 この要綱は、平成２０年１２月１６日から施行する。 

附 則 

 改正後の要綱は、平成２２年４月１日から適用する。 

附 則 

 改正後の要綱は、平成２４年４月１日から適用する。 

附 則 

 改正後の要綱は、令和４年４月１日から適用する。 

附 則 

 改正後の要綱は、令和５年６月１日から適用する。 

 

 



＜別紙＞ 

 

 

                         第○○－○○○○号 

 

 

認定調査員研修修了証明書 

 

 

                    氏名 

 

                    生年月日 

 

 

    あなたは、令和○○年度（20○○年度）認定調査員新規研修を修了したことを

証します。 

 

 

  令和  年  月  日 

 

 

                 北海道○○保健所 

                                        所長 ○○○○        印 

       （北海道○○総合振興局（振興局）保健環境部長） 

              （北海道○○総合振興局（振興局）保健環境部○○地域保健室長） 

 

（１）修了番号は、別表に定める保健所コードを記載しハイフンのあとに番号を定めること。 

        記載例  渡島保健所の場合  第０２－００１４号 

（２）原則、様式はＡ４再生紙とする。 

（３）別表 

 

  ０１  江差保健所  １０  浦河保健所  １９  紋別保健所 

 ０２  渡島保健所  １１  静内保健所  ２０  北見保健所 

 ０３  八雲保健所  １２  岩見沢保健所  ２１  網走保健所 

 ０４  倶知安保健所  １３  滝川保健所  ２２  富良野保健所 

 ０５  江別保健所  １４  深川保健所  ２３  帯広保健所 

 ０６  千歳保健所  １５  上川保健所  ２４  釧路保健所 

 ０７  岩内保健所  １６  名寄保健所  ２５  根室保健所 

 ０８  室蘭保健所  １７  稚内保健所  ２６  中標津保健所 

 ０９  苫小牧保健所  １８  留萌保健所  ２７  高齢者保健福祉課 


